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こ
こ
で
は
、

そ
れ
以
外
の
記
事
に
つ
い
て
、
内
容
を
大
ま
か
に
ま
と
め

洪
武

・
永
楽
・
宣
徳
期
に
、
琉
球
は
一
年
一
貢
、
時
に
は
一
年
に
数
回

の
進
貢
を
行
っ
た
が
、
成
化
十
一
年
(
-
四
七
五
）
に
は
二
年
一
貢
を
命

(
5
)
 

じ
ら
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
尚
円

・
尚
真
は
旧
制
に
戻
し
て
ほ
し
い
む
ね

た
上
で
若
干
の
説
明
を
行
い
た
い
。

ど
が
あ
る
。

英
宗
か
ら
、

金
福

・
尚
泰
久

・
尚
徳

・
尚
円
・
尚
真

・
尚
清
・
尚
元
の
十
人
で
あ
る
。

記
事
の
全
項
目
は
二
百
余
に
及
ぶ
が
、
そ
の
大
半
は
通
常
の
進
貢
や
謝
恩

(
1
)
 

・
慶
賀
の
進
貢
で
、
加
え
て
、
補
貢
を
請
う
も
の
、
国
子
監
へ
の
入
学
を

(
2
)

（

3
)

（

4
)
 

請
う
も
の
、
官
生
へ
の
頒
賜
を
記
す
も
の
、
官
生
の
帰
国
を
請
う
も
の
な

扱
っ
て
い
る
。

こ
の
間
の
琉
球
国
王
は
、
尚
巴
志

・
尚
忠

・
尚
思
達

・
尚

今
回
の

十
六
世
紀
後
半
の
世
宗
ま
で
、

「
『
明
実
録
』

は
じ
め
に

ほ
ぼ
百
三
十
年
間
の
記
事
を

の
琉
球
史
料
（
二
）
」

『
明
実
録
』

は
、
十
五
世
紀
前
半
の

の
琉
球
史
料

（二）

十
年
(
-
四
七
四
）

(
6
)
 

の
請
願
を
四
回
も
行
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
正
徳
二
年
(
-
五

0
七）

(
7
)
 

に
は
一
年
一
貢
が
許
さ
れ
た
が
、
嘉
靖
元
年
(
-
五
二
二
）
に
は
再
び
ニ

(
8
)
 

年
一
貢
と
な
っ
た
。
琉
球
に
対
し
二
年
一
貢
を
定
め
た
理
由
と
し
て
明
側

(
9
)
 

が
あ
げ
て
い
る
の
は
、
察
現
の
禁
を
犯
し
て
の
錨
龍
羅
衣
の
縫
製
、
成
化

(10) 

の
進
貢
使
の
、
福
建
に
お
け
る
殺
人
放
火
事
件
で
あ

る
が
、
こ
の
ほ
か
に
琉
球
人
の
不
祥
事
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、

会
同
館
門
外
で
の
西
蕃
の
進
貢
使
と
の
間
の
暴
力
事
件
、
福
建
の
武
官
ヘ

(12)

（

13) 

の
贈
賄
、
中
央
の
文
官
へ
の
贈
賄
が
あ
る
。

ま
た
、

祖
が
福
建
の
出
身
で
あ
る
と
称
し
て
、
死
ん
だ
父
母
に
封
贈
を

(14
)
 

請
い
却
下
さ
れ
た
記
事
や
、
進
貢
に
来
た
ま
ま
中
国
に
定
住
し
て
中
に
は

(15) 

正
式
に
戸
籍
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
が
あ
る
と
報
告
し
て
い
る
記
事
が
あ

る
。
こ
の
事
例
は
、
琉
球
に
渡
来
し
た
閾
人
が
、
実
際
上
も
ま
た
意
識
の

一
方
、

上
で
も
中
国
と
結
ば
れ
続
け
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

明
側
の
琉
球
進
貢
使
に
対
す
る
処
遇
の
変
更
は
、
次
の
項
目
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
赴
京
の
人
数
に
つ
い
て
、
成
化
十
八
年
(
-
四
八

内
田
晶
子

・
高
瀬
恭
子

和
田
久
徳

・
池
谷
望
子
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深
い
の
は
弘
治
十
四
年
(
-
五

0
-
）
の
記
事
で
あ
る
。
琉
球
人
が
附
搭

五
十
人
か
ら
六
、
七
十
人
だ
っ
た
も
の
を
、
五
、

(16) 

七
人
か
ら
十
五
人
ま
で
と
す
る
、
と
あ
り
、
弘
治
三
年
(
-
四
九

0
)
に

(17) 

五
人
を
増
す
、
と
あ
る
。

は
、
近
ご
ろ
二
十
五
人
が
赴
京
し
て
い
る
が
、

会
同
館
に
お
い
て
従
来
、
琉
球
と
朝
鮮
の
み
は
出
入
り
に
制
限
が
無
か
っ

た
の
が
、

他
国
な
み
に
五
日
に
一
回
と
さ
れ
た
ほ
か
、
館
で
商
売
す
る
中

(18) 

国
商
人
が
限
定
さ
れ
た
の
は
弘
治
十
四
年
(
-
五

0
I

)

で
、
嘉
靖
十
三

(19) 

年
(
-
五
三
四
）
に
外
出
制
限
の
み
は
廃
止
さ
れ
た
。
進
貢
使
に
随
行
す

(20) 

る
通
事
が
廃
止
さ
れ
た
の
は
弘
治
十
一
年
(
-
四
九
八
）
で
あ
る
。

(21) 

福
建
に
お
け
る
進
貢
使
節
団
に
対
す
る
食
糧
供
給
の
具
体
的
事
例
や、

(22) 

浙
江
か
ら
貢
期
で
な
い
入
貢
を
し
た
際
の
処
遇
の
例
も
み
ら
れ
る
。
興
味

貨
を
売
却
し
て
希
望
の
商
品
を
購
入
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
福
建
布
政
司

の
官
や
市
舶
太
監
な
ど
が
中
国
商
人
と
結
ん
で
、

銀
を
無
理
貸
し
し
た
り

(23) 

マ
ー
ジ
ン
を
取
っ
た
り
し
て
い
る
実
態
が
う
か
が
え
る
。
海
禁
下
に
か
か

わ
ら
ず
、

中
国
商
人
が
琉
球
ま
で
商
売
に
赴
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
三
つ

(24) 

の
実
例
も
記
さ
れ
て
い
る
。

(25) 

海
船
の
賜
与
は
正
統
四
年
(
-
五

0
九
）
・
正
統
九
年
に
み
ら
れ
る
が
、

一
方
、

以
後
は
自
費
に
よ
る
建
造
や
修
理
・
購
入
と
な
る
。
建
造
は
景
泰
元
年
（
一

(26) 

四
五

0
)
か
ら
嘉
靖
十
九
年
(
-
五
四

0
)
ま
で
に
五
回
、
修
理
は
二
回

(27)

（

28) 

み
ら
れ
る
。
購
入
は
嘉
靖
三
十
四
年
(
-
五
五
五
）

が
初
出
で
、
寮
靖
三

(29) 

十
七
年
に
は
、
以
後
毎
年
奏
請
せ
ず
に
購
入
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
て
い
る
。

(30) 

造
船
が
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
り
、

エ
部
の
奏
請
で
賜
与
が
許
さ
れ

二）

に
、
従
来
、

四、

や
、
冊
封
使
へ
の
冠
服
賜
与
の
実
際
を
示
す
成
化
七
年
(
-
四
七
一
）

の

で
あ
る
。

あ
る
。

あ
る
が
、
文
献
と
し
て
は
嘉
靖
十
一
年
(
-
五
三
二
）

状
を
添
え
て
請
封
し
て
い
る
の
は
、

実
際
に
は
そ
れ
よ
り
遡
る
可
能
性
は

(40) 

の
尚
清
が
初
見
で

で
、
尚
忠
・
尚
思
達
あ
て
は
『
歴
代
宝
案
』
に
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
結

冊
封
の
詔
・
勅
を
記
す
の
は
、

冊
封
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
国
王
に
冊
封
使
派
遣
の
記
事
が
あ
る
が
、

(36)

（

3
7
)
(
3
8
)

（

39) 

尚
忠
・
尚
思
達
・
尚
泰
久
・
尚
徳
の
四
人

琉
球
船
の
遭
難
に
は
、

爪
畦
に
行
く
途
中
、

(32) 

入
港
し
、
修
理
を
許
さ
れ
て
帰
国
し
た
例
や
、

マ
ラ
ッ
カ
ヘ
の
途
次
に
船

(33) 

が
転
覆
し
、
海
南
島
に
百
五
十
人
余
が
漂
着
し
た
例
、
進
貢
船
が
広
州
に

(34) 

漂
着
し
た
例
が
あ
り
、
あ
と
の
二
例
の
人
々
は
福
建
に
送
ら
れ
、
進
貢
船

に
同
乗
し
て
帰
国
し
た
。
占
城
に
漂
着
し
た
琉
球
人
が
、
占
城
の
安
南
攻

(35) 

撃
に
使
役
さ
れ
た
と
安
南
王
が
述
べ
て
い
る
珍
し
い
事
例
も
み
ら
れ
る
。

冊
封
使
に
対
す
る
宴
金
は
、

尚
忠
の
冊
封
使
余
住
が
独
断
で
受
領
し
て

(41) 

罰
せ
ら
れ
た
た
め
、

以
後
皇
帝
に
上
聞
し
た
。
皇
帝
が
受
領
さ
せ
た
も
の

(42)

（

43) 

に
尚
真
の
冊
封
使
董
斐
ら
と
尚
清
の
冊
封
使
陳
侃
ら
が
あ
り
、
受
領
さ
せ

(44) 

な
か
っ
た
も
の
に
尚
元
の
冊
封
使
郭
汝
課
ら
が
あ
る
。
単
に
、
琉
球
よ
り

(45) 

の
品
を
皇
帝
に
献
上
し
た
こ
と
を
記
す
の
が
尚
円
の
冊
封
使
韓
文
の
場
合

(46) 

ほ
か
に
、
陳
侃
が
『
使
琉
球
録
』
を
史
館
に
収
め
る
よ
う
願
っ
た
記
事

マ
ス
ト
が
折
れ
て
福
建
に

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

(31) 

福
建
の
官
が
命
に
従
わ
な
か
っ
た
記
事
が
あ
る
。
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記
事
が
紹
介
さ
れ
て
以
来
、
琉
球
中
世
史
研
究
に
お
い
て
『
明
実
録
』
は

大
い
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
今
一
度
『
明
実
録
』

の
史
料
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
九
七

0
年
代
は
じ
め
に
和
田
久
徳
に
よ
っ
て
『
明
実
録
』
中
の
琉
球

琉
球
が
明
と
日
本
と
の
仲
介
を
す
る
記
事
も
あ
る
。
嘉
靖
四
年
(
-
五

(47) 

例
が
あ
る
。

冊
封
使
を
わ
ず

ら
わ
さ
ず
自
ら
詔
冊
を
持
ち
帰
る
こ
と
を
申
し
出
た
の
は
嘉
靖
三
十
九
年

(48) 

の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
の
記
事
を
い
く
つ
か
あ
げ
る
と
、

ま
た
、

二
五
）

（
一
五
五
八
）

世
子
の
命
を
受
け
た
と
称
す
る
察
廷
会
が
、

正
統
二
年
(
-
四
三
七
）

に
は
冠
服
を
自
国
で
製
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
大
統
暦
も
新
年
に
間
に
合

(49) 

う
よ
う
福
建
で
給
与
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
の
ち
に
は
賜
わ
っ
た
絹
で
他

(50
)
 

の
物
を
買
う
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
し
か
し
銅
銭
の
給
賜
だ
け
は
許
可
さ
れ

(51) 

な
か
っ
た
。倭

寇
に
よ
る
捕
虜
や
漂
流
の
中
国
人
を
返
還
し
て
、
多
大
の
賞

(52) 

賜
を
得
た
記
事
が
あ
る
。

に
は
、
寧
波
の
乱
を
起
こ
し
た
宗
設
ら
を
中
国
に
引
き
渡
す
よ
う

(53) 

命
ず
る
勅
を
日
本
に
転
諭
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
嘉
靖
九
年
に
は
、

そ
の
回
答
に
あ
た
る
足
利
義
晴
の
表
文
を
託
さ
れ
た
結
果
、
再
び
日
本
へ

(54) 

の
転
諭
を
命
じ
ら
れ
た
。
嘉
靖
三
十
九
年
に
は
、
倭
寇
鎮
圧
に
関
す
る
転

(55) 

諭
の
記
事
が
あ
る
。

い
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
で

も
な
く
、

ま
ず
そ
の
同
時
代
性
に
す
ぐ
れ
て
大
き
な
特
徴
が
あ
る
の
は
い
う
ま
で

そ
の
原
資
料
に
、
起
居
注
の
ほ
か
に
当
時
の
官
公
署
の
文
書
な

一
方
で
、
利
用
に
際
し
て
は
以
下
の
点
に
充
分
に
留
意
す
る
必
要
が
あ

る
。
琉
球
の
場
合
に
即
し
て
い
え
ば
、
原
資
料
と
な
る
文
書
は
主
に
琉
球

国
や
福
建
の
地
方
官
な
ど
か
ら
中
央
へ
の
公
式
報
告
で
あ
る
。
報
告
に
ふ

さ
わ
し
く
な
い
事
実
は
省
か
れ
た
り
、
曖
昧
に
さ
れ
た
り
、

て
は
改
変
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

さ
き
に
あ
げ
た
進
貢
に
来
た
琉
球
人
が
中
国
に
定
着
し
た
と
す
る
記
事

や
、
福
建
の
官
憲
に
よ
る
中
国
商
人
と
結
託
し
て
の
琉
球
人
収
奪
の
記
事

は
、
そ
う
し
た
一
種
の
改
変
や
婉
曲
的
表
現
を
用
い
た
例
と
い
え
る
。
『
歴

代
宝
案
』
の

事
件
に
福
建
の
官
憲
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
訴
え
る
杏
文
で
あ

る
が
、
婉
曲
の
度
が
過
ぎ
て
、
現
代
で
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
く
み
と
れ
な

こ
う
し
た
公
式
報
告
が
中
央
の
官
に
よ
っ
て
、

記
録
と
し
て
整
理
さ
れ
た
の
が
『
明
実
録
』
な
の
で
あ
る
。
あ
り
の
ま
ま

の
事
実
が
素
朴
に
綴
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
琉
球
国
に
お
け
る
三
山
統

一
の
こ
と
が
『
明
実
録
』
に
な
い
の
は
、

あ
り
、
第
一
尚
氏
か
ら
第
二
尚
氏
へ
の
王
統
の
交
替
も
、

っ
た
公
式
文
書
さ
え
存
在
す
れ
ば
、
事
実
関
係
を
問
う
必
要
は
な
く
、
通

(56) 

常
の
嗣
位
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
注
目
す
べ
き
記
事
に
、
布

〔
一
八
ー
〇
七〕

皇
帝
一
代
の
残
す
べ
き

書
式
の
と
と
の

は
そ
の
特
徴
的
な
例
で
あ
る
。
王
銀
詐
取

ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

場
合
に
よ
っ
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記
事
も
そ
う
で
あ
っ
て
、
今
一

と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
1
)
孝
宗

(
-
九
）
弘
治
十
七
年

(
2
)

憲
宗
（
三
九
）
成
化
十
八
年
・
武
宗
（
七
）

注

嘉
靖
―

―十
九
年

(
3
)

世
宗

（七）

嘉
靖
五
年

有
機
的
に
読
み
解
き
、

四）

つ
の
同
時
代
史
料
『
歴
代
宝
案
』
と
つ
き

関
連
す
る
『
歴
代
宝
案
』

よ
り
正
確
な
歴
史
像
を
得
る
た
め
の

一
こ
う
し
た

の
記
事
の

つ
の
媒
介

（
高
瀬
記
）

正
徳
五
年
・
世
宗
（
三

0
)

(
4
)
憲
宗

（
四
四
）
成
化
二
十
二
年
・
世
宗
（
九
）
嘉
納
九
年

・
世
宗
（
一

紹
介
に
努
め
た
が
、

こ
の
小
冊
子
が
『
明
実
録
』
と
『
歴
代
宝
案
』
と
を

様
で
あ
る
。
我
々
は
注
に
お
い
て
、

合
わ
せ
て
得
ら
れ
る
収
穫
は
大
き
く
、

そ
れ
は
他
の
記
事
に
関
し
て
も
同

場
合
は
、

記
述
が
簡
略
化
、
定
形
化
さ
れ
る
特
性
を
持
っ
て
い
る
。
進
貢

『
明
実
録
』
は
ま
た
、

厖
大
な
記
録
を
扱
う
故
に
、
特
に
問
題
の
な
い

釈
が
可
能
と
な
ろ
う
。

『
明
実
録
』

の
特
性
を
ふ
ま
え
、
条
文
を
注
意
深
く
読
め
ば
、
異
な
る
解

琉
球

の
史
書
に
引
用
さ
れ
、
史
実
と
し

て
定
着
し
て
い
る
が
、

(57) 

里
と
志
魯
の
乱
に
関
す
る
尚
泰
久
の
上
奏
が
あ
る
。
こ
の
条
は
そ
の
ま
ま

(24)

英

宗

(
-
六
）

(23)
孝

宗

(
-
五）

弘
治
十
四
年

(22)

孝
宗
（

二
）
弘
治
元
年
・
孝
宗

（三
）
弘
治
元
年

(21)

英
宗

（
二
0
)

(20)
孝
宗

(
―
-
）

正
統
三
年

・
英
宗
（
六

四）

景
泰
三
年

・
世
宗
（

二
ニ
）

正
統
四
年

弘
治
十

一
年

(
19)

世
宗

(
-
四）

嘉
靖
十
三
年

(18)

孝
宗

(
-
四
）
弘
治
十
四
年

(17)

孝
宗

（
七
）
弘
治
三
年

(
16
)
憲
宗

（四

一
）
成
化
十
八
年

(15)

憲
宗

（
二
0
)
成
化
八
年

(14)

憲
宗
（
八
）
成
化
五
年

(13)

世
宗

（
二
七）

嘉
靖
二
十
六
年

(
12)

憲
宗

（

-
）
成
化
六
年

(
11
)
英
宗
（
四
七
）

正
統
十
三
年

(
10
)
憲
宗

（
二
四
）
成
化
十

一
年

(
9
)
憲
宗

(
-
五
）
成
化
七
年

(
6
)
憲
宗
（
二
九
）
成
化
十
三
年

・
憲
宗
（
三
三
）
成
化
十
四
年

・
憲
宗
（
三

(
7
)

武
宗
（
二
）
正
徳
二
年

(
8
)

世
宗
（
二
）
嘉
靖
元
年

七
）
成
化
十
六
年

・
憲
宗
（
四

0
)
成
化
十
八
年

(
5
)

憲
宗
（

―
-
四
）
成
化
十

一
年

嘉
靖
二
十
二
年
・
世
宗
（
三
三
）
嘉
靖
三
十
四
年
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(44)

世
宗
（
四
―-
）
嘉
靖
四
十
一
年

(43)

世
宗
（

一
七
）
嘉
靖
十
四
年

(42)

憲
宗
（
三
五
）
成
化
十
六
年

(41)

英
宗
（
二
四）

正
統
九
年

(40)

世

宗

(

-
)
嘉
靖
十

一
年

(39)

英
宗
（
九

0
)
天
順
六
年

(38)

英
宗
（
七
五
）
景
泰
六
年

(37)

英
宗
（
四
四
）

正
統
十
二
年

(36)

英
宗
（
二
六

正
統
七
年

(57)
英
宗
（
七

0
)
景
泰
五
年

(35)

憲
宗
（
三

0
)
成
化
十
四
年

(56)

憲

宗

(
-
三
）
成
化
七
年

(34)

憲
宗
（
九
）
成
化
五
年

(55)

世
宗
（
三
九）

嘉
靖
三
十
九
年

(33)

孝

宗

(
-
八
）
弘
治
十
六
年

(54)

世
宗
（
九
）
嘉
靖
九
年

(32)

英
宗
（
二
四
）

正
統
六
年

(53)

世
宗
（
六
）
嘉
靖
四
年

(31)

英
宗
（
三
九）

正
統
十

一
年

（
四
六
）

嘉
靖
四
十
四
年

(30)

英
宗
（
五
八
）
景
泰
二
年

(52)

世
宗
（
三
六
）
嘉
靖
三
十
七
年

・
世
宗
（
四
四
）
嘉
靖
四
十
二
年

・
世
宗

(29)

世
宗
（
三
六
）
嘉
婿
三
十
七
年

(51)

英
宗
（
八
四
）

天
順
三
年

・
憲
宗
（
二
ニ
）
成
化
十
年

(28)

世
宗
（
三
二
）
嘉
靖
三
十
四
年

(50)

英
宗
（
五

二
）
正
統
十
四
年

(27)

英
宗
（
七
四
）
景
泰
六
年

・
憲
宗
（
ニ―

)
成
化
九
年

(49)

英

宗

(
―
二
）
正
統
二
年

(48)

世
宗
（
四

0
)
嘉
靖
三
十
九
年

(26)
英
宗
（
五
六
）
景
泰
元
年

・
憲
宗
（
四
三
）
成
化
二
十
年
・

孝
宗
（
一

七）

弘
治
十
五
年
・
武
宗
（
四
）

(47)

憲
宗
（

一
七
）
成
化
七
年

(25)

英

宗

(
-
九）

正
徳
二
年

・
世
宗
（

二

0
)
嘉
靖
十
九
年

正
統
四
年

・
英
宗
（
三
二
）

嘉
靖
二
十

一
年

正
統
九
年

(46)

世

宗

(
-
六
）
嘉
靖
十
四
年

(45)

孝

宗

(
―
二
）
弘
治
十
二
年
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校
勘
記
』
に
よ
っ
て
訂
正
し
た
。

①
明
ら
か
な
誤
字
・
脱
字
・
術
字
の
類
は
、
影
印
本
付
録
の
『
明
実
録

訂
正
し
た
字
句
に
は
、
そ
の
右
傍

に
0
印
を
付
し
た
。
『
明
実
録
校
勘
記
』
に
記
載
の
な
い
場
合
で
も
、

を
注
記
し
た
。

②
異
体
字

・
俗
字
・
略
字
の
多
く
は
、

改
め
た
。

誤
解
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
は
、

正
字
あ
る
い
は
通
用
の
字
体
に

印
刷

の
便
宜
上
、
原
本

訂
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
字
句
に
は
、
右
傍
の

）
内
に
そ
の
意

④
異
体
字
・
俗
字
な
ど
は
原
則
と
し
て
正
字
（
常
用
漢
字
を
含
む
）
あ

②
現
代
仮
名
遣
い
を
用
い
る
。

③
原
文
の
漢
字
は
な
る
べ
く
残
す
。

①
い
わ
ゆ
る
読
み
下
し
文
と
す
る
。

訳
文
は
次
の
通
り
と
し
た
。

訳

文

篇

省
い
た
。

一
、
抄
録
に
あ
た
っ
て
は
原
本
の
体
裁
内
容
を
存
す
る
こ
と
を
原
則
と
し

‘、T

ヽ

た
カ

下
記
の
改
変
を
行
な
っ
た
。

⑥
各
記
事
に
は
句
読
点
を
施
し
た
。

律
に
示
し
て
い
る
。

一
、
編
次
は
各
朝
実
録
に
よ
っ
て
年
代
順
に
し
、
抄
出
し
た
記
事
に
は
、

各
朝
ご
と
に
頭
番
号
を
付
し
た
。
各
実
録
に
存
す
る
巻
数
は
記
さ
ず
に

い
て
西
暦
が
変
る
場
合
が
あ
る
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ず
、

数
を
示
し
た
。

た
だ
し
同
一
年
次
で
あ
っ
て
も
そ
の
年
末
な
ど
に
お

一
、
本
篇
は
台
北
の
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
に
よ
っ
て
影
印
公
刊

さ
れ
た
『
国
立
北
平
図
書
館
蔵
紅
格
明
実
録
紗
本
』
に
つ
い
て
、
英
宗

し
た
も
の
で
あ
る
。

内
に
西
暦
年
数
を
示
し
、

干
支
の
下
の

）
内
に
は
当
該
月
の
日

か
ら
世
宗
ま
で
の
実
録
の
う
ち
、
琉
球
に
関
す
る
記
事
を
抄
出
し
編
話

⑤
記
事
の
係
わ
る
年
月
・
干
支
に
つ
い
て
、
初
出
の
年
次
の
下
の
（

原

文

篇

佳
↓
姪
、
騨
↓
靴
、
裡
↓
裏
、
機
↓
鞭
）

凡

例

③
敬
避
の
た
め
の
空
格
の
類
は
、
こ
れ
を
や
め
て
普
通
の
記
載
と
し
た
。

④
採
録
し
た
記
事
の
中
で
、
琉
球
と
直
接
に
は
関
係
の
な
い
内
容
の
部

分
は
、
こ
れ
を
省
略
し
た
場
合
が
あ
る
。
省
略
し
た
部
分
は
点
線
符

号
で
示
し
た
。

（例
義
の
字
は
通
用
の
字
体
に
統
一
し
た
場
合
が
あ
る
。

の
正
字
な
ど
に
か
え
て
略
字
体
を
使
用
し
た
こ
と
も
あ
る
。

ま
た
同
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ど
め
る
。

参
照
し
た
研
究
書

・
論
文
等
に
つ
い
て
は
当
該
の
個
所
に
記
す
に
と

こ
ま

~,~

9
, 

）
内
に
示
し
た
略
称
に
よ
っ
て
注
記
す
る
。
な
お
個
々
に

①
各
朝
実
録
ご
と
に
注
番
号
を
付
す
。

②
同
一
語
・
同
一
事
項
は
注
と
し
て
再
記
し
な
い
。

③
訳
注
全
般
に
参
照
し
た
辞
書
・
文
献
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ら
に
つ
い
て
は
個
別
に
出
典
を
注
記
し
な
い
。
た
だ
し
必
要
な
場
合

注
釈
は
次
の
通
り
と
し
た
。

注

釈

篇 （例

⑤
明
ら
か
な
誤
用
は
注
記
せ
ず
に
正
し
い
字
に
改
め
た
場
合
が
あ
る

瓜
畦
↓
爪
畦
）
。

た
場
合
が
あ
る

（例

資
・
費
↓
齋
、
救
・
勅
↓
勅
、
肛
↓
船
）
。

る
い
は
通
用
の
字
体
に
改
め
、

こ
れ

同
義
の
字
は
通
用
の
字
体
に
統
一
し
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田
継
綜
編
『
八
十
九
種
明
代
伝
記
綜
合
引
得
』

北
京

学
生
書
局

一
九
六
九
年

『
那
覇
市
史
資

一
九
六
五
ー
六
六
年
（
『
明
人
伝
記
』
）

万
暦
三
十
四
年
（
ニ
ハ

0
六
）
自
序

台
湾

国
立
中
央
図
書
館
編
『
明
人
偲
記
資
料
索
引
』

台
北

書
局

一
九
六
九
年

年
省
心
書
房
影
印
本

台

湾

学

生

青
山
定
雄
著
『
読
史
方
輿
紀
要
索
引
中
国
歴
代
地
名
要
覧
』

議
会
図
書
館
蔵
本

癖
崇
業
『
使
琉
球
録
』

商
務
印
書
館

一
九
七
三
年

『
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』

『
沖
縄
大
百
科
事
典
』

地
図
出
版
社

『
福
建
省
地
図
冊』

大
修
館
書
店

中
文
大
辞
典
編
纂
委
員
会
編
『
中
文
大
辞
典
』

漢
語
大
詞
典
編
輯
委
員
会
漢
語
大
詞
典
編
纂
処
編
『
漢
語
大
詞
典
』

沖
縄
タ
イ
ム
ス
社

福
建
省
地
医
出
版
社

威
励
嶽
等
編
『
中
国
古
今
地
名
大
辞
典
』

一
九
七
四
年

大
修
館
書
店

元
・
明
時
期
』

一
九
九

0
年

一
九
三
一
年

一
九
三
五
年

一
九
三
三

文
史
哲
出
版
社

書
館
善
本
叢
書
第
一

集
嘉
靖
間
原
刊
本
影
印

郭
汝
諜
『
使
琉
球
録
』
嘉
靖
四
十
年
(
-
五
六

一
）
自
序

ア
メ
リ
カ

一
九
八
二
年

中
華
書
局
本

『
歴
代
宝
案

校
訂
本
』
第
一

一
集
に
あ
る
の
で
、

『
歴
代
宝
案

四
年
、

訳
注
本
』
第
一

九
七
年
（
『
宝
案

李
東
陽
等
修
『
大
明
会
典
』

申
時
行
等
修

『
大
明
会
典
』

中
華
書
局
活
字
本

張
廷
玉
等
撰
『
明
史
』

和
田
清
編

『
明
史
食
貨
志
繹
註
』

陳
侃
『
使
琉
球
録
』

夏
子
陽
『
使
琉
球
録
』

一
九
五
七
年

嘉
靖
十
三
年
(
-
五
三
四
）
自
序

万
暦
七
年
(
-
五
七
九
）
自
序

胡
靖
『
杜
天
使
冊
封
琉
球
真
記
奇
観
』

崇
禎
年
間

国
立
北
平
図

輝
其
駿
主
編
『
中
国
歴
史
地
図
集
第
七
冊

上
海

東
洋
文
庫

一
九
八
三
年
（
『
大
百
科
』
）

北
京
中
華
書
局
標
点
本

一
九
七
四
年

平
凡
社

一
九
五
九
I

六
二
年

一
九
八
八
年
（
『
万
暦
会
典
』
）

一
九
八
六
年
増
訂
版

万
暦
十
五
年
(
-
五
八
七
）
刊
北
京

語
大
詞
典
出
版
社

愛
知
大
学
中
日
大
辞
典
編
纂
処
編
『
中
日
大
辞
典
』

影
印
本

一
九
八
五
ー
九
四
年

正
徳
四
年
(
-
五

0
九
）
刊

一
九
八
九
年
（
『
正
徳
会
典
』
）

汲
古
書
院

漢

訳
注
本
』
）

出
版
部

二
冊

沖
縄
県
教
育
委
員
会

一
九
九

台
北
中
国
文
化
大
学

一
巻
一
号
文
書
の
場
合
は

〔〇―

-
0

I

〕

諸
橋
轍
次
著
『
大
漢
和
辞
典
』

参
考
文
献

一
九
八
四
年
修
訂
版

引
用
に
あ
た
っ
て
は
第
一
集
を
省
略
し
、

と
す
る
。

例
え
ば

二
年
（
『
宝
案
』
）
。
な
お
『
明
実
録
』
と
関
連
す
る
記
事
は
す
べ
て
第

）
内
は
略
称

一
九
八
七
年

二
冊

沖
縄
県
教
育
委
員
会

一
九
九
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注
大
淵
『
島
夷
誌
略
』
至
正
九
年
(
-
三
四
九
）
撰
（
蘇
継
頑
『
島
夷
誌

西
洋
考
』
北
京
中
華
書
局

一
九
八
一
年
）

校
注
』

魯
曽
燈
等
募
修
『
福
州
府
志
』

成
文
出
版
社
中
国
方
志
叢
書
七
二
号

中
国
省
志
彙
編
之
九

趙
汝
造
『
諸
蕃
志
』
宝
慶
元
年
(
―
ニ
ニ
五
）
自
序
（
凋
承
鉤

『
諸
蕃
志

一
九
四

0
年
、
台
湾

乾
隆
十
九
年
（
一
七
五
四
）

商
務
印
書
館

一
九
七

0
年）

張
嬰
『
東
西
洋
考
』
万
暦
四
十
六
年
(
-
六
一
八
）
序
（
謝
方
点
校
『
東

羅
曰
裂
『
咸
賓
録
』
万
暦
十
九
年
(
-
五
九
一
）
序

文
書
局

一
九
六
八
年
（
『
同
治
福
建
通
志
』
）

『
殊
域
周
杏
録
』
北
京

陳
寿
棋
等
纂
修
『
福
建
通
志
』

同
治
十
年
(
-
八
七
一
）

台

北

華

府
志
』
）

嶺
南
遺
書
本
影
印

一
九
七
五
年
）

厳
従
簡
『
殊
域
周
容
録
』
万
暦
二
年
(
-
五
七
四
）
自
序
（
余
思
黎
点
校

中
華
書
局

一
九
九
三
年
）

一
九
六
七
年
（
『
乾
隆
福
州

黄
衷
『
海
語
』
嘉
靖
十
五
年
(
-
五
三
六
）
自
序
（
台
湾

学
生
書
局

台
北

注
『
西
洋
朝
貢
典
録
』
北
京

中
華
書
局

一
九
八
二
年
）

古
籍
刻
印
本

一
九
八
九
年
（
『
乾
隆
福
建
通
志
』
）

黄
省
曾
『
西
洋
朝
貢
典
録
』
正
徳
十
五
年
(
-
五
二

0
)
自
序
（
謝
方
校

謝
道
承
等
纂
修
『
福
建
通
志
』

乾
隆
二
年
(
-
七
三
七
）

江
蘇
広
陵

出
版
社

校
点
本

一
九
九
四
年

三
秦

弘
治
四
年
(
-
四
九
一
）

一
九
九

0
年

（
『
万
暦
福
州
府
志
』
）

何
喬
遠
等
『
間
書
』
崇
禎
四
年
(
-
六
三
一
）

福
建
人
民
出
版

一
九
九

0
年

福
建
人
民
出
版
社

費
信
『
星
磋
勝
覧
』
正
統
元
年
(
-
四
三
六
）
自
序
（
浬
承
鉤
『
星
楼
勝

覧
校
注
』

一
九
三
八
年
、
北
京

中
華
書
局

一
九
五
四
年
）

李
賢
等
撰
『
大
明
一
統
志
』
天
順
五
年
(
-
四
六
一
）

司
礼
監
官
刻
初
印
本
影
印

刊
（
西
安

一
九
九

0
年）

書
目
文
献
出
版
社
日
本
蔵
中
国
空
見
地
方
志
叢
刊

一
九
六
一
年
）

林
煉
等
纂
修
『
福
州
府
志
』

万
暦
二
十
四
年
(
-
五
九
六
）

北
京

翠
珍
『
西
洋
番
国
志
』
宣
徳
九
年
(
-
四
三
四
）
自
序
（
向
達
校
注
『
西

洋
番
国
志
』
北
京
中
華
書
局

社

校

点

本

中
華
書
局

一
九
五
五
年
）

黄
仲
昭
等
『
八
蘭
通
志
』

四
五
一
）
加
筆
（
凋
承
鉤
『
滋
涯
勝
覧
校
注
』

一
九
三
五
年
、
北
京

民
国
二
十
八
年
刊

馬
歓
『
滋
涯
勝
覧
』
永
楽
十
四
年
(
-
四
一
六
）
自
序

高
岐
『
福
建
市
舶
提
挙
司
志
』

庫
蔵
『
勅
撰
奉
使
録
』
所
収
）

嘉
靖
三
十
四
年
(
-
五
五
五
）
後
序

注
揖
『
中
山
沿
革
志
』

康
熙
二
十
三
年
（
一
六
八
四
）
自
序
（
東
洋
文

料
篇
第
一
巻
三

冊
封
使
録
関
係
資
料
』

一
九
七
七
年

陳
誠
『
西
域
行
程
記
』
『
西
域
番
国
志
』
永
楽
十
三
年
(
-
四
一
五
）

一
九
九
一
年
）

景
泰
二
年
（
一

（
周
連
寛
校
注
『
西
域
行
程
記
』
『
西
域
番
国
志
』
北
京

略
校
釈
』
北
京
中
華
書
局

一
九
八
一
年
）

頃

中
華
書
局
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『
琉
球
国
旧
記
』
薙
正
九
年
（
一
七
三

一）

琉
球
史
料
叢
害
三
（
『
旧

鄭
乗
哲
『
球
陽
』
乾
隆
十
年
（
一
七
四
五
）

原
文
編
』
角
川
書
店

『
琉
球
国
由
来
記
』
康
熙
五
十
二
年
（
一
七

一
三
）

・
ニ
（
『
由
来
記
』
）

一
九
七
四
年

察
温
『
中
山
世
譜
』
薙
正
三
年
(
-
七
二
五
）

琉
球
史
料
叢
書
四
（
『
察

球
陽
研
究
会
編
『
球
陽
・

琉
球
史
料
叢
書
一

温
本
世
譜
』
）

『
察
鐸
本
中
山
世
譜
』

一
九
七
三
年
（
『
察
鐸
本
世
譜
』
）

向
象
賢
『
中
山
世
鑑
』
順
治
七
年
（
ニ
ハ
五

0
)

一
九
六
二
年
（
『
世
鑑
』
）

井
上
書
房
復
刻
版

察
鐸
『
中
山
世
譜
』
康
熙
四
十
年
（
一
七
〇
一
）

琉
球
史
料
叢
書
五

沖
縄
県
教
育
委
員
会

文』）

『
訓
読
吏
文
附
吏
文
輯
覧
』
国
書
刊
行
会

昭
和
五
十
年
（
『
訓
読
吏

十
一
冊
）

成
李
朝
実
録
之
部
』
（
国
書
刊
行
会

昭
和
五
十
一
年
以
後
既
刊

日
本
史
料
集
成
編
纂
会
編

『
中
国
・
朝
鮮
の
史
籍
に
お
け
る
日
本
史
料
集

『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
韓
国
国
史
編
纂
委
員
会

白
山
史
庫
本
）

一
九
五
五
I

五
八
年
（
太

何
喬
遠
『
名
山
蔵
』
崇
禎
十
三
年
（
一
六

四

0
)
序

茅
瑞
徴
『
皇
明
象
詈
録
』
崇
禎
二
年
(
-
六
二
九
）
序

（
二
）
（
三
）
（
四
）
』

（三）

（四）』）

一
九
七
六
年
ー
八
三
年
（
『
家
譜
（
一
）
（
二
）

自
序
（
向
達
整
理
『
鄭
和
航
海
図
』
北
京

茅
元
儀
『
武
備
志
』
巻
二
四

0
「
鄭
和
航
海
図
」
天
啓
元
年
（
一
六
ニ
―
)

中
華
書
局

一
九
六
一
年
）

『
那
覇
市
史
資
料
篇
第
一
巻
五
・
六
・
七
・
八
家
譜
資
料
(
-
)

記』）
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